
 

 

別表十七（三）の記載の仕方 

 
１ この明細書は、平成29年改正前の措置法（以下「平

成29年旧措置法」といいます。）第66条の６第１項((((内

国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例))))

に規定する特定外国子会社等（平成29年旧措置法第68

条の90第１項に規定する特定外国子会社等を含みま

す。以下「特定外国子会社等」といいます。）の株式

等を有する法人が平成29年旧措置法第66条の６第１

項若しくは第３項から第５項までの規定の適用を受

ける場合又は連結法人が平成29年旧措置法第68条の

90第１項若しくは第３項から第５項まで((((連結法人の

特定外国子会社等に係る所得の課税の特例))))の規定の

適用を受ける場合に記載します。 

 なお、連結法人については、適用を受ける各連結法

人ごとにこの明細書を作成し、その連結法人の法人名

を「法人名」の括弧の中に記載してください。 

２ 各欄中金額を記載するものにあっては、「平成29年

旧措置法第66条の６第１項又は第68条の90第１項の

適用を受ける課税対象金額又は個別課税対象金額35」

の括弧書を除き、特定外国子会社等の会計帳簿の作成

に当たり使用している外国通貨表示の金額により記

載します。この場合、その通貨の単位を表示してくだ

さい。 

３ 内国法人が卸売業を主たる事業とする平成29年改正

前の措置法令（以下「平成29年旧措置法令」といいま

す。）第39条の17第４項((((特定外国子会社等の事業の

判定等))))に規定する統括会社に該当する平成29年旧措

置法第66条の６第１項に規定する特定外国子会社等

の同項に規定する適用対象金額につき同条第３項の

規定の適用を受ける場合又は連結法人が卸売業を主

たる事業とする平成29年旧措置法令第39条の117第４

項((((連結法人に係る特定外国子会社等の事業の判定等

))))に規定する統括会社に該当する平成29年旧措置法第

68条の90第１項に規定する特定外国子会社等の同項

に規定する適用対象金額につき同条第３項の規定の

適用を受ける場合は次により記載してください。 

(1) 「11」及び「12」は記載を要しません。 

(2) 「非関連者取引割合
( )12
   

( )11
13」は、別表十七(三)付

表二「43」の割合を記載します。 

４ 「適用除外の判定」の「７」から「15」までの各欄

は、特定外国子会社等が平成29年旧措置法第66条の６

第３項又は平成29年旧措置法第68条の90第３項の規

定の適用があるかどうかの判定を行うために記載し、

その判定の結果を「16」に表示します。 

５ 「当期の利益若しくは欠損の額又は所得金額18」に

は、特定外国子会社等に係る平成29年旧措置法令第39

条の15第１項第１号若しくは第２項本文((((特定外国子

会社等の適用対象金額の計算))))の規定により計算した

所得の金額若しくは欠損の金額又は平成29年旧措置

法令第39条の115第１項第１号若しくは第２項本文((((

連結法人に係る特定外国子会社等の適用対象金額の

計算))))の規定により計算した所得の金額若しくは欠損

の金額を記載します。この場合において、その金額の

計算に関する明細を別紙に記載して添付してくださ

い。 

６ 「子会社から受ける配当等の額24」は、平成29年旧

措置法令第39条の15第１項第４号又は第39条の115第

１項第４号に規定する配当等の額を記載します。この

場合において、その金額の計算に関する明細を別紙に

記載して添付してください。 

７ 「控除対象配当等の額25」は、平成29年旧措置法令

第39条の15第３項又は第39条の115第３項に規定する

控除対象配当等の額を記載します。この場合において、

その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付

してください。 

８ 「繰越欠損金の当期控除額30」は、「29」の金額を

限度として記載します。 

 なお、その金額は別表十七(三)付表一の「当期控除

額29」の「計」の金額と一致します。 

９ 内国法人が平成29年旧措置法第66条の９の２((((特殊

関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係

る所得の課税の特例))))の規定の適用を受ける場合又は

連結法人が平成29年旧措置法第68条の93の２((((特殊関

係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る

所得の課税の特例))))の規定の適用を受ける場合には、

この明細書に所要の調整をして記載します。 

 


